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長期エネルギー需給見通しの中の
輸入材バイオマス

総合資源エネルギー調査会基本政策分科会長期エネルギー需給見通し小委
員会（第4回平成27年3月10日（火））
「再生可能エネルギー各電源の導入の動向について」286億kWh

既導入量
導入見通し

(6・2意見募集版）

導入見通し
3月第3回
小委員会

未利用間伐材等 3万kw 24万kw 24万kw

建設資材廃棄物 33万kw 37万kw 37万kw

一般木材・農産物残さ 10万kw 274万kw-400万kw 80万kw-

バイオマスガス 2万kw 16万kw 16万kw

一般廃棄物等 78万kw 124万kw 124万kw

RPS 127万kw 127万kw 127万kw

合計
252万kw

（177億kWh)

602万kw-728万kw

（394億kwh-490億kWh)

408万kw-

（286億kWh-)



【平成27年度の価格表(調達価格
1kWh当たり)】



発電利用に供する木質バイオマスの
証明のためのガイドライン

• 間伐材等由来の木質バイオマ
① 間伐材、

② ①以外の方法により次のいずれかの森林（伐採後の土地が
引き続き森林であるものに限る。）から、森林に関する法令
に基づき適切に設定された施業規範等に従い、伐採、生産
される木材をいう。
ア森林経営計画対象森林、イ保安林、ウ国有林

• 一般木質バイオマス
① 製材等残材
木材の加工時等に発生する、端材、おがくず、樹皮等の残材

② 製材等残材以外の木材であって、由来の証明が可能なもの

• 建設資材廃棄物上記以外のもの



証明方法

• 発電利用の供する木質バイオマスの証明の
ガイドライン（2012年6月林野庁）

–すべての取引で、当該由来であり、分別管理され
たものであることの証明書の交付が繰り返される。
（5年保存）

–証明書を発出する資格は、業界団体により、公
表された認定基準により認定されていること、あ
るいは、同等の信頼性のある認定を受けている
こと。

–証明書には上記認定番号の記載が必要



発電用バイオマス証明ガイドラインが
規定する、木質材料の区分

直接燃料に加工 工場
廃材

建築
廃材間伐 主伐

国産
材

森林以外由来

森林
由来

民有
林

その
他 経営計画

保安林
国有
林 その他

輸入材

証明書の連鎖があれば間伐材等由来の木質バイオマス、そうでなければ
建築資材廃材

証明書の連鎖があれば一般木質バイオマス、そうでなければ同上

建築資材廃材



「発電利用
の供する
木質バイ
オマスの
証明のた
めのガイド
ライン」に
よる証明
システム

発
電
事
業
者

消費者の信頼確保・円滑な供給の必要性など宣言

バイオマス証明に関する取り組み状況の概要を公表

会員を「木質バイオマス供給事業者」に認定し公表

バイオマス証明のための事業者認定手続きを決め公表

認定番号

伐採許可年月
日、森林所在
地、面積、樹
種、数量 認定番号

証明された
バイオマス
であること
、樹種、数量



ガイドライン・想定問答
輸入材に関する規定・記述

• （問43）各区分における証明書は具体的にど
のようなものになるのか。

–各区分において「証明の連鎖」の始まりとなる証
明書は、以下の表のとおりです。

–＜国内森林由来のバイオマス＞
• 間伐材伐採届、保安林伐採許可、など

–＜輸入材（一般木質バイオマス）＞
• 「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のため
のガイドライン」に基づく合法性の証明書



木材・木材製品の合法性、持続可能
性の証明のためのガイドライン

• 平成17 年７月：英国で開催されたＧ８グレンイー
グルズ・サミット
– 政府調達、貿易規制、木材生産国支援などの具体的
行動に取り組むことに合意

• 平成18年2月：日本政府閣議決定
– グリーン購入法で合法性が証明された木材を優先購
入する方針

• 同年同月：林野庁
– 木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のため
のガイドライン決定





林野庁ガイドラインが生み出した
業界団体認定事業者の連鎖による

環境情報の伝達システム
森林所有者が
森林法を守って
手続きをする

流通・加工業者が
業界団体の認定を受ける

加工流通過程で証明されていな
い製品が混じらないかどうか
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Ⅱ-４ 合法木材認定供給事業者と認定団体の推移

12

平成27年6月30日現在 認定団体 150

認定事業者 12,008

木材利用ポイント制度







業界団体認定の拡がり
ガイドラ
インの名
称

木材・木材製品の合法
性、持続可能性の証
明のためのガイドライ
ン

間伐材チップの確認の
ためのガイドライン

発電利用に供する木
質バイオマスの証明の
ためのガイドライン

時期 平成１８年２月 平成２１年２月 平成２４年６月

趣旨・拝
啓

国等が調達する木材
に、合法性証明等を要
求

国等が調達するコピー
用紙、古紙以外に間
伐材を原料として特に
指定

FIT制度で「間伐材等
由来の木質バイオマス
等」電力の買取り価格
別途設定

根拠法
例

グリーン購入法・グリ
ーン購入計画

グリーン購入法・グリ
ーン購入計画

電気事業者による再
生可能エネルギー電
気の調達に関する特
別措置法・経産省告示

規模 １４２団体

８７００社

２団体

２０社

６０団体



合法性証明をめぐる最近の動向

• 違法伐採：自民が新法策定へ 民間業者の
調査義務付け
–毎日新聞 2015年07月03日 20時39分（最終更
新 07月03日 21時25分）

– 自民党林政小委員会は３日、海外で違法に伐
採された木材が日本に輸入されるのを防ぐため、
民間の輸入業者などに合法かどうかの調査を義
務付ける新たな法案を策定する方針を決めた。
来月にも法案をまとめ、議員立法として早ければ
年内の成立を目指す。



おわりに

• 長期エネルギーミックス策定段階で輸入バイオマスエネル
ギーへの依存度がポイントの一つ

• 「発電用木質バイオマス証明ガイドライン」の概要と背景
– １０年の歴史となった業界団体認定に新たな段階
– 消費者の負担の根拠となる業界団体認定による証明の連鎖
– 輸入材の取り扱い

• 木質バイオマスかどうか
• 木質バイオマスの場合は合法性証明ガイドラインが根拠（３つの証
明方法）

• 合法性証明木材ガイドラインによる輸入木質バイオマスの
証明は、①第三者認証による森林認証材（第１の証明方
法）か、②業界団体との同等の信頼性を確保する個別企
業の証明体制確立の（第3の方法）、の二つの道


